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はじめに 

 

町では、「公共施設等総合管理計画」（平成29年3月策定、令和4年３月改定）に

おいて、施設の更新にあたっては複合化・多機能化又は民間活力の導入を含め、新

たなニーズにも対応できるよう身の丈に合った施設整備を目指し、町の長期的な

施策を考慮したうえで検討するという方針を定めています。 

本施設はこの方針に基づき、改修前の高齢者福祉センター機能に多世代交流機

能と学童保育クラブ機能を加え、複合施設として整備されます。 

施設の運営・管理は民間活力の導入を予定しており、開所後は多くの人の利用

と地域の交流の場として発展していくことが期待されています。 
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第1章 管理運営計画について 

 

1-1 策定の目的 

本施設は高齢者だけではなく、子どもたち、若者、子育て世代など幅広い世代が

利用でき、地域の交流拠点と居場所として親しまれる施設を目指すと同時に、今ま

で学校からの距離が遠く、移動時の子どもたちの安全確保に課題があるとされた、

あすなろ児童館内に設置されていた瑞穂第五小学校の学童保育クラブを移設し、

子どもたちの安全と保育環境の改善を図ります。 

改修後の施設をどのように運営・管理していくのか、さまざまな観点から整理し、

具現化するために本計画を策定しました。 

 

 

1-2 策定の背景 

町では、令和３年３月に策定した第５次瑞穂町長期総合計画において、重視すべ

き視点のひとつとして「つながる地域づくり」を掲げ、個人個人の感覚に合った距

離感を持ちながら、支え合うことができる関係が構築され、地域でのゆるやかな

人間関係が形成されている姿を目指しています。 

本施設では、超少子高齢社会の進展や家族構成の変化（核家族・ひとり暮らし世

帯の増加等）といった社会的な課題に対して、複合化を契機に地域住民のコミュニ

ケーションの場や、多世代交流のきっかけをつくることで、地域の人と人とのつな

がりを創出することを目指しています。 

これらの背景を踏まえ、本計画を策定しています。 
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1-3 本計画の位置付け 

本施設は、多世代交流機能、学童保育クラブ機能、高齢者福祉センター機能を有

する複合的な施設であり、みんなの居場所となる施設です。 

本計画は、上位計画である「第５次瑞穂町長期総合計画」や別途策定されている

計画と整合を図りながら、『地域を耕す、みんなの居場所』としての役割を果たすた

め、管理運営計画として整理します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 5 次瑞穂町長期総合計画 

瑞穂町公共施設等総合管理計画 

瑞穂町多世代交流センター管理運営計画 

瑞穂町公共施設個別施設計画 

基 本 設 計 ・実 施 設 計 

第 4 次瑞穂町地域保健福祉計画 

瑞穂町協働宣言 

瑞 穂 町 子 ど も 計 画 

 

瑞 穂 町 障 害 者 計 画 ・ 

第７期障害福祉計画・ 

第３期障害児福祉計画 

 

瑞穂町第９期高齢者保健福祉計画・ 

介 護 保 険 事 業 計 画 

 

そ の 他 関 連 計 画 
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1-4 策定までの経緯と予定 

（1）事業着手（令和4年6月） 

公共施設の複合化を図り、財政運営の効率化、安全性の確保に向けた庁内で

の基本方針を決定し、新たな交流の拠点として、高齢者福祉センターの大規模改

修事業を開始しました。 

 

（2）基本設計・実施設計（令和4年8月～令和5年9月） 

基本方針を基に、瑞穂町高齢者福祉センター改修工事の基本設計・実施設計

を担う事業者を公募型プロポーザルにより選定しました。 

令和5年1月に基本方針としてコンセプトを整理し、庁内での検討を踏まえ、建

築諸条件や建物概要、設備概要をまとめた基本設計及び基本設計説明書（案）を

作成しました。 

基本設計説明書（案）は、住民などから意見募集を行い、意見を反映した上で

令和5年3月に基本設計説明書を作成しました。 

 

（3）講演会の実施（令和4年9月～令和5年5月） 

瑞穂町で初めての複合施設整備のため、庁内の職員や住民向けに講演会を計

４回実施し、施設の実施設計や今後の運営を考える上で参考にしました。 

・ 講演会「新しい公共空間 わたしの居場所」 

開催日：令和4年9月25日 

講 師：三浦丈典氏（建築家、株式会社スターパイロッツ代表） 

内 容 ：全国の複合施設の事例を紹介し、瑞穂町に置きかえたときにどのよ

うな施設になるかイメージを膨らませる講演 

・ 講演会「わたしがつくるパブリック ネットワークとはじめの一歩」 

開催日：令和4年12月18日 

講 師 ：永井大輔氏（イオンタウン株式会社 新業態推進部 おひさまテラス

統括マネージャー） 

三浦丈典氏（建築家、株式会社スターパイロッツ代表） 
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内 容 ：複合施設の楽しさ、豊かさとはどのようなものか、等身大の一人称

としてパブリック（公共）をつくるプロセスを講演と対談形式での事

例紹介 

・ 講演会「気にかけあうまちをつくる 多世代交流の実践」 

開催日：令和5年1月28日 

講 師：馬場拓也氏（社会福祉法人愛川舜寿会 常務理事） 

内 容 ：特別養護老人ホームを囲む壁を取り払うことで、まちへ開いた「福

祉・介護」がどのように地域とつながり、地域コミュニティへどのよ

うな化学変化を与えたか、福祉と地域コミュニティという観点から

講演 

・ 講演会「ひと・建物・まちの価値を高めるために 地域とつながる公共施設」 

開催日：令和5年5月20日 

講 師：田中元子氏（株式会社グランドレベル 代表取締役社長） 

三浦丈典氏（建築家、株式会社スターパイロッツ代表） 

内 容 ：これからの瑞穂町に必要な人々の居場所について、未来の暮らしの

ヒントになるよう、パブリックの意味や人が集う仕組みについての

講演 

 

（4）維持管理及び運営手法に係るサウンディング型市場調査実施 

（令和5年5月～8月） 

施設の維持管理及び運営体系の手法、多世代交流エリアを中心とした住民活

動の推進及び施設の賑わいの創出、地域の活性化について、民間事業者との対

話によるサウンディング型市場調査を実施しました。市場性の確認、参入しやす

い公募条件の整理、地域住民の活動団体の育成及び施設の賑わい創設などのア

イデアを把握するため、事業者ごとに、個別に意見交換を行い、結果を公表しま

した。 
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（5）大規模改修工事（令和5年12月～令和7年3月） 

実施設計に基づき、令和5年度から令和6年度の15か月で改修工事を実施し

ました。 

 

（6）運営事業者の決定（令和６年９月） 

基本方針を基に、瑞穂町多世代交流センターMIZCUL（ミズカル）を担う事業

者を指定管理者選定委員会で選定し、議会の議決を経て決定しました。 

 

（7）開館までのスケジュール 
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第2章 本施設のコンセプト 

 

2-1 メインコンセプト 

 

 

 

「居場所」とは高齢者、子ども、障がいのある方、そして多様な住民が、日常的に

「共に在る」ことができる場です。そして、在り方の多様性を受け入れる場です。こ

の施設が、住民にとって居場所だと思える場所になることで、コミュニケーション

が生まれ、人と人とのつながりが創出される場になることを目指します。本施設で

の交流や活動を通じて、土を耕し柔らかくするように、コミュニティを柔らかくし、

豊かな地域へとつなげていきます。 

 

 

2-2 基本方針 

 

 

 

 

 

 

この施設での利用者の過ごし方として「一緒にいる」「一緒に話す」「一緒に遊ぶ」

「一緒に学ぶ」を基本方針として掲げます。「多世代交流拠点」の「交流」の意味には、

多様性や段階的なステップがあると考えます。ただ居る、気にかける、目を合わす、

笑顔を交わす、といった控えめな参加から始まり、互いに支え合いながら、主体的

な活動へと、それぞれのペースで歩んでいく場をつくります。そして、こうした交流

や活動を通して、この場が耕されていき、町全体に広がっていくことを目指します。 

耕す 

一緒に
いる

一緒に
話す

一緒に
遊ぶ

一緒に
学ぶ

地域を耕す、みんなの居場所 
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2-3 施設の役割 

この施設が果たすべき役割 

  

4 安全・安心で利用しやすい施設 

 安全・安心を最優先にバリアフリーなどに配慮して、利用しやすい施設であ

ること。 

 二次避難所（福祉避難所）としての必要な設備・体制を有すること。 

3 子どもから高齢者までだれもが自主的に活動を行える施設 

 自分の興味関心や自己実現に向けた、自主的な活動を支える場であること。 

 だんだん畑や厨房を活用した住民参画を推進すること。 

2 さまざまな世代が交流できる地域拠点となる施設 

 子どもから高齢者まで、さまざまな世代が交流する機会をつくるとともに地

域のつながりを育てていくこと。 

1 だれもが自分の居場所と感じられる開かれた施設 

 家、学校、職場以外の、自分の居場所と感じられる場であること。 

 年齢や立場に関係なく、誰もが滞在し、参加できる開かれた場であること。 
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2-4 施設名称（愛称） 

多世代交流施設として、地域住民に愛される施設とするため、愛称は住民意見

を反映して決定しました。施設コンセプトを基に提案された6つの愛称候補への住

民による投票を行い、多世代から最も支持された「MIZCUL（ミズカル）」が愛称に

決定しました。 

 

（1）選定方法と期間 

令和6年4月1日から22日までの期間に住民による投票を行いました。 

 

（2）愛称候補 

 愛称候補 

意味・由来  
英字・かな カナ 

１ DanDan ダンダン 
だんだん畑、団らん、暖かい、だんだん広がるな

どの想い 

２ AgHug アグハグ アグリヒーリング＋育む＋抱きしめる 

３ Tutti ツッチ 
だんだん畑より 土＝農をキャッチーにネーミン

グ、思わず口ずさみたくなる愛称 

４ 
つながる

ぷらす 

ツナガル

プラス 

人と人とがつながる場所、つながることで新し

いプラスのことが生まれる場所 

5 ふらっと フラット 
ふらっと寄れる場所、誰もが平等で居られる場

所、音符のフラットから引用 

6 Mizcul ミズカル 
「みずほ」＋culture（文化）＋cultivate（共に

耕す） 
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（3）結果 

投票総数1,718票のうち599票を獲得し、10代から60歳以上まで幅広い世

代に支持された「みずかる（ミズカル）」が愛称に決定しました。 

 愛称候補 得票数 

１ みずかる ミズカル ５９９（35％） 

２ つながるぷらす ツナガルプラス ４４１（25％） 

３ ふらっと フラット ３７４（22％） 

４ その他  ３０４（18％） 

計 １，７１８（100％） 

 

   

 

 

 

 

 

 

（4）表記 

表記については、ロゴマークのデザインとの整合性も考慮して、英字の大文字

表記「MIZCUL（ミズカル）」と確定しました。 
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第3章 施設の概要 

 

3-1 施設概要 

多世代交流施設 

所 在 地 東京都西多摩郡瑞穂町大字殿ケ谷1106番地 

敷地面積 4,979.67㎡ 

区域区分 市街化区域 

用途地域 第1種低層住居専用地域 

建ぺい率 40% 

容 積 率 80% 

主要用途 集会所、児童厚生施設（建築基準法上の区分）など 

建築面積 1,240.00㎡ 

延床面積 1,827.88㎡（1階:962.21㎡ 2階:855.67㎡ R階:10.00㎡）  

構 造 鉄筋コンクリート造 

階 数 地上2階 

駐車場等 駐車場25台（うち車いす使用者用1台）、駐輪場15台 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
車両の動線      歩行者の動線 

学童保有クラブ登所の動線 
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3-2 フロア図 

1階 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2階 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 多世代交流エリア 

 学童保育クラブエリア 

 高齢者福祉センターエリア 

 共用エリア   
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3-3 各室の概要 

1階 

室名 面積（㎡） 
使用人数

の目安 
用途 

学童保育クラブ 158.45 50 学童保育室 

厨房 38.28  調理など 

創作ルーム 14.25 7 工作、裁縫など 

ダンススタジオ 42.75 14 ダンス、バレエ、ヨガなど 

パブリックスペース 

（オープンキッチン） 
248.88  

談話、休憩、ワーキングスペース、 

学習、交流など 

（誰もが利用できるスペース） 

音楽スタジオ1 12.82 4 吹奏楽、声楽など 

音楽スタジオ2 15.67 5 バンド、吹奏楽、声楽など 

2階 

室名 面積（㎡） 
使用人数

の目安 
用途 

会議室 45.30 22 会議、研修、講座など 

ラウンジ 174.26  
談話、休憩、マッサージ機利用、 

交流など 

多目的ひろば 67.50 22 健康体操や軽運動 

多目的室1 

（キッチンあり） 
90.60 45 会議、講座など 

多目的室2 45.30 22 会議、健康体操、趣味活動など 

多目的室3 45.30 22 
会議、健康体操、絵画、趣味活動 

など 

多目的室4 27.93 13 将棋、麻雀、趣味活動など 

多目的室5 45.30 22 会議、健康体操、趣味活動など 

多目的室6 45.30 22 
会議、健康体操、絵画、趣味活動 

など 
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3-4 施設の機能 

本施設には高齢者福祉センターと学童保育クラブが含まれますが、専用スペー

ス以外は、年齢や所属に関係なく誰もが利用できる多世代交流のスペースとなっ

ています。 

高齢者福祉センター、学童保育クラブ、ダンススタジオや創作ルームなどの貸室

でのコミュニティ活動では、世代ごとの活動がありつつも、それらをつなぐパブリ

ックスペースによって、多世代が交わる機会をつくっていきます。また、だんだん畑

や厨房などの機能を生かして、多世代が一堂に会する機会や、それぞれの活動の

様子が可視化される場を創出します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

コミュニティ活動 

学童保育

クラブ

 

クラブ 

高齢者 

福祉センター 

多世代交流 

パブリックスペース 

厨房 だんだん畑 
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【高齢者福祉センター】 

利用対象者が、健康づくりや趣味・生きがい活動を行うスペースです。町の寿ク

ラブ（老人クラブ）やサークル活動などで利用できる多目的室や、休息の場として

ラウンジなどが設置されています。多目的室１・２・３はスライディングウォールで仕

切られているため、利用者の規模により部屋をつなげて使用することが可能です。 

（利用対象者：２１ページの（１）貸室の利用料金の欄を参照） 

 

 

 

 

 

 

 

多目的室とインナーバルコニー 

 

【学童保育クラブ】 

小学生の放課後の居場所や学びの場です。子どもたちが安心して過ごせること

はもちろんですが、多世代交流施設の複合的な機能を生かし、子どもたちと多世

代の交流などを通した学びの場の実現を目指します。約50〜60人の子どもたち

が利用することを想定した広さで、屋外にある「もりの広場」と一体的に利用する

ことが可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

学童保育クラブエリア 
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【多世代交流エリア】 

多世代交流エリアは、子どもから高齢者まで、誰もが利用できます。1階の広々

としたパブリックスペースは、1人で勉強をしたり、のんびりと過ごしたり、誰かと

集まって活動をしたり、または指定管理者がイベントなどを行うこともできる空間

です。静寂とにぎやかさのどちらも共存する寛容で、利用者が自分らしく居心地良

く過ごすことができるような場所にします。貸室では、会議室、創作ルーム、ダンス

スタジオ、音楽スタジオなど、用途に応じて思い思いの活動を行うことができます。 

 

 

 

 

 

 

 

パブリックスペース 

【オープンキッチン】 

パブリックスペースに位置するオープンキッチンは、簡易なキッチンと流しが設

置され、大きな調理台を囲んでみんなで料理や食事を楽しむことができます。 

オープンキッチンは、施設全体のイベントでの活用を検討しています。例えば、畑

で収穫した野菜をみんなで料理をして食べるなど、オープンな場所だからこそ、だ

れもが参加しやすいキッチンとしての活用を想定しています。 

 

 

 

 

 

 

オープンキッチン 
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【厨房スペース】 

 本施設は、建築基準法上の用途規制があり、厨房スペースは、近隣住民を対象と

した喫茶機能に限られます。厨房は、オープンキッチンよりも充実した調理器具を

揃えたスペースです。来館者への喫茶の提供や施設のイベントなどでの利用を想

定しています。 

 

【だんだん畑】 

本施設で新たに整備する「だんだん畑」は利用者と施設運営事業者が協働で運

営する畑です。季節ごとに野菜などを栽培・収穫し、畑での農作業を通して多世代

交流や地域の交流につなげていきます。近隣の小学校や、学童保育クラブなどの

子どもたちが、身近に自然に触れる機会をつくり、農園での体験を通じて、豊かな

学びと成長を促します。 

瑞穂町ではお茶や花きの生産者が多く、最近では野菜ソムリエの資格を持つ若

い新規就農者なども注目されています。また、西多摩地域唯一の農業系学科のあ

る都立瑞穂農芸高校では、「瑞穂七色唐辛子」の企画・販売を通じた「江戸東京野菜

プロジェクト」など地域振興活動を行っています。このような活動などを参考に多

世代が楽しめる自主事業を開催します。 

 

 

 

 

 

 

 

【だんだん畑】のイメージ 
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3-5 ロゴ・サイン計画 

（1）ロゴ 

施設のロゴマークは、いろいろな世代が集まって交流する場になることを願

い、いろんな人々を個性ある「MIZCUL」の文字たちで表現し、集まるイメージ

を表現しています。使用の際は、「瑞穂町多世代交流センターMIZCUL（ミズカ

ル）ロゴマーク使用のガイドライン」を守り運用します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

（2）サイン 

施設のサインは、施設外からも目立ち、楽しげな雰囲気が伝わるようデザイン

しました。世代問わず認識しやすい案内を目指し、ユニバーサルデザインを意識

しています。 
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第4章 施設運営計画 

 

4-1運営体制 

（1）指定管理者制度の導入 

効率的かつ質の高いサービスの提供を図るため、本施設の運営方法について

は指定管理者制度を導入します。本施設は、複数の機能を有する複合施設のた

め、2者以上のコンソーシアム（共同事業体）による事業者への委託も可能とし、

それぞれの強みや専門性をもつ事業者が協働で運営することで、各分野の専門

性や相乗効果を高めるとともに、複合施設の一体的な運営を目指します。 

また、施設の管理や保守業務なども含めて委託することで、業務の重複を避

け、運営の効率化を図ります。 

運営にあたっては、本施設のメインコンセプトを踏まえ、住民と協働した施設

運営を展開し、各機能の特性を十分認識し、効果が最大限発揮できるような運

営能力を重視します。また、職員配置や組織及び運営体制の構築などを含め、管

理運営計画に則った運営を実現できる事業者を選定します。 

 

（2）住民との協働 

多世代交流や居場所づくりにおいては、住民の主体的な参加による住民協働

での運営が不可欠となります。瑞穂町の各部署や、指定管理者、住民が連携し、

運営していきます。瑞穂町や、指定管理者は、そのための仕組みづくりの検討や、

活動の支援を積極的に行います。 

【運営体制】 

 

 

 

 

 

 

利用者 

住民団体 

サポーター 

指定管理者による運営 

多世代交流 

高齢者福祉センター 

学童保育クラブ 

瑞穂町の 

各部署 連
携 

連
携 

※サポーターとは：本施設で実施する、さまざまな活動や事業（「第 6 章」参照）の企画や運営に参加する住民です。 



 20 

4-2開館時間及び休館日 

（1）開館時間 

全館 午前9時～午後８時 

多世代交流エリア 午前9時～午後８時 

高齢者福祉センター 午前9時～午後８時 

学童保育クラブ 

学校がある通常の日 下校時～午後６時 

学校がお休みの日 午前8時30分～午後６時 

※午後６時～７時、土曜日及び学校長期休業期間

中の午前８時～８時３０分は延長保育を実施 

 

（2）休館日 

 毎月の第３日曜日 

 １月１日から同月３日まで及び12月29日から同月31日まで 

※必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めます。 

 

4-3 全施設の利用ルール 

 施設内での飲料摂取はどこでも可能とします。ただし、管理者が実施するイベン

ト以外での飲酒は禁止とします。 

 机といすのあるスペース等では、食事も可能とします。ただし、他の利用者への

影響のないように利用することとします。 

 基本的にごみは持ち帰りとします。 

 健康増進法により、児童福祉施設等（学童保育クラブ等）は敷地内禁煙であるた

め、本施設は敷地内禁煙とします。 

 暴力行為、公序良俗を乱す行為等は禁止します。 

 政治、宗教、信条に関わる、あらゆる勧誘行為を禁止します。 

 管理者の許可のない刀剣類及びその他危険物の持ち込みは禁止します。 

 その他、町の条例等の定めに基づいた運営を行います。条例等の改正により、変

更になる場合があります。 
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4-4貸室の申請手続き 

（1）貸室の利用料金 

 室名 午前9時～11時 午前11～午後1時 午後1～3時 午後3～5時 午後5～8時 

多
世
代
交
流
エ
リ
ア 

音楽スタジオ１ 200円 200円 200円 200円 300円 

音楽スタジオ2 400円 400円 400円 400円 600円 

ダンススタジオ 600円 600円 600円 600円 900円 

創作ルーム 200円 200円 200円 200円 300円 

会議室 800円 800円 800円 800円 1,200円 

多目的室1 1,400円 1,400円 1,400円 1,400円 2,100円 

高
齢
者
福
祉
セ
ン
タ
ー 

多目的室 
2・3・5・6 

無料※ 無料※ 無料※ 無料※ 
無料※

（1,200円） 

多目的室4 無料※ 無料※ 無料※ 無料※ 
無料※

（600円） 

多目的ひろば 無料※ 無料※ 無料※ 無料※ 
無料※

（1,500円） 

※高齢者福祉センターの利用対象は、町内在住の60歳以上の方です。ただし、夜間に限
り、59歳以下の方も有料で利用できます。 

 

（2）減免規定 

貸室の利用料金の減免は、町の利用料金算出の考え方及び類似施設を参考に、

受益者負担の考え方も取り入れ、「瑞穂町多世代交流センターの設置及び管理に

関する条例施行規則」に定めるとおりとします。 

 

（3）利用申請手続き 

貸室を利用するにあたっては、利用者登録を行うこととします。利用者登録や

利用申請については、「瑞穂町多世代交流センターの設置及び管理に関する条

例施行規則」に定めるとおりとします。 

指定管理者は、施設予約管理システムを活用して、貸室の予約受付及び貸出

管理などを行うこととします。 
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4-5 収支計画 

（1）収支計画の基本的な考え方 

複数の機能を一体化することで、光熱水費や人件費、施設管理費のコスト削減

や相乗効果、また貸室利用や自主事業による収入増に努めます。一方で、新たな

機能として、居場所づくりや多世代交流の創出があります。削減ができる部分と、

新たに確保するべき部分のバランスを重視し検討していきます。 

 

（2）想定収入 

指 定 管 理 委 託 料 町から指定管理者への管理料 

貸 室 利 用 料 貸室の利用料収入 

自主事業による収入 イベントなど、自主事業による収入 

そ の 他 自動販売機、各種手数料、雑収入など 

 

（3）想定支出 

事 業 費 事業の実施に係る経費 

人 件 費 施設運営スタッフ 

維 持 管 理 費 
施設・備品などの維持管理、清掃、警備などに係る

経費及び光熱水費 

事 務 費 各種機器のリース代、消耗品費など 

 

  



 23 

第 5 章 施設管理計画 

 

施設利用者の特性を考慮の上、誰もが安心して快適に過ごせる施設となるため、

リスクマネジメントに取り組み、また、危機には適切に対応し、利用者の安全確保に

努めます。 

災害時においては、二次避難所（福祉避難所）として運用されることから、防火、

防災、防犯などへ十分に配慮します。本章は、「瑞穂町公共施設個別施設計画」に基

づき記載します。 

 

5-1 安全対策の取組 

利用者に安心して利用いただけるように、支援が必要な方には職員による声か

けなどの対応を行います。 

また、日頃から、不審物を発見しやすいように施設内の状態を良好に保ちます。

さらに、資材等の保管については、避難や防災設備の作動の障害にならないよう

配慮して整理します。 

 

 

5-2 設備の保守管理 

施設・設備の日常運転及び点検、定期保守、法令に基づく点検等すべての設備

点検を行い、保守管理を適切に行います。 

空 調 設 備 
専門業者による点検、特に夏季や冬季など設備負荷が増え

る前などの状態確認 

電 気 設 備 専門業者による点検、照明器具やコンセント部などの清掃 

給排水衛生設備 衛生機器の清掃など 

消 防 設 備 法定点検、日常的な点検・整備 

昇 降 設 備 法定点検、日常的な点検・整備 
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※高齢者福祉センターの例（令和４年度）（年間点検） 

消防設備点検（法定年 2 回）    2 回 

冷暖房設備（法定年 1 回）      2 回 

自動ドア（法定外）           2 回 

自家用電気工作物（法定年 6 回） 6 回 

エレベーター           12 回 

監視カメラ            1 回 

簡易専用水質検査         1 回 

建築設備定期検査（法定年 1 回） 1 回 

 

 

5-3 災害時の対応・避難計画 

災害などの緊急時に備え、備品・設備の管理や点検、訓練を実施するなど、万全

の体制を整えます。 

また、本施設は「瑞穂町地域防災計画」において福祉避難所に指定されているこ

とから、災害時には避難者を受け入れられるよう、ＬＰガスの非常用発電機や備蓄

倉庫など、福祉避難所として必要な設備や体制を整備します。また、「瑞穂町国土

強靭化地域計画（基本計画編）」（令和3年3月策定）に基づき、緊急事態マニュアル

を整備するなど、災害や事故などが発生した際は迅速に対応できる体制を整えま

す。 
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第6章 事業計画 

 

事業全体として、次の目標を掲げます。 

 高齢者や地域の子どもが世代を超えて集う場として、共に楽しみ、共に学び、共

に支え合い、共に成長することで、地域全体が豊かになることを目指します。 

 ICT活用や農園活用を重点テーマとして、多世代が交流し、楽しみながら体験で

きる事業を実施します。 

 重点テーマとなる事業、既存のコミュニティ及び住民協働による事業が相互に連

携して、多様な出会いの場と新たな事業の創出を目指します。 
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6-1 ICT活用の事業 

（１）目的 

「デジタルデバイド対策や高齢者のQOL向上」という事業目標に対して、高齢

者が同じ世代や他の世代との交流を通じて、楽しみながら、日常の中でICTを活

用していけるようになる、そのための事業の実施を目指します。それに伴い、

ICT活用によって、より世代を超えた多様なコミュニケーションが生まれること

も重要な目的となります。 

 

（２）基本方針 

コミュニケーションを促し、コミュニティを醸成するICT活用事業を実施してい

きます。 

 目的としてのICT活用ではなく、コミュニケーションの手段としての観点から

調査分析を行います。 

 高齢者のモバイル機器やメディアへの敷居を下げ、手軽に楽しく利用できる機

会をつくります。 

 メディア×ICTの実践によって、地域の歴史と未来をつなぎ、高齢者と子ども

の間にコミュニケーションを生み出します。こうしたコミュニケーションから高

齢者のQOL向上につなげていきます。 

 

（3）実施のイメージ 

時代や世代を超えて、デジタルやアナログを超えてつながることができる写真

を、「協働のためのメディア」として最大限活用します。 

 Wi-Fi環境を生かし、高齢者を主な対象としたデジタルツール（スマートフォン

やタブレットなど）の利用方法を学ぶ事業を実施します。単に操作方法を学ぶ

だけでなく、SNSなどを活用して家族や仲間、さらには異なる世代とのコミュ

ニケーションを体験することで、楽しみながら自然に習得できるようにします。

また、写真は時代や世代、デジタルとアナログの垣根を超えてつながることが

できるメディアであり、本施設における「協働のためのメディア」として有効で



 27 

す。写真の撮影、SNSへの投稿、リアル及びオンラインでの交流といったプロ

セスを通じて、ICT・デジタルを実践的に学べる環境を提供します。 

 eスポーツを活用した多世代交流事業を実施します。eスポーツは、子どもから

高齢者まで楽しめるツールであり、高齢者にとって新たな楽しみの創出や健康

増進につながるとともに、多世代のコミュニケーションを促進します。 

 スマートフォンアプリ「あるってこ」を活用した健康ポイント事業を推進し、住民

の健康増進に寄与する取組を行います。 

 

 

6-2 農園活用の事業 

（１）目的 

「瑞穂町高齢者福祉センター改修工事 基本設計」で示された、施設コンセプト

「共創共耕の多世代交流拠点」の実現に向かい、「アグリヒーリング」の概念に則

りながら、子どもから高齢者まで、瑞穂町らしい多世代交流を進めていくための

事業の実施を目指します。 

また、土の感触、葉っぱの質感（触覚）、花の香り、土のにおい（嗅覚）、収穫野

菜の味の濃さ（味覚）、野菜の成長を観察（視覚）、風の音や鳥のさえずり（聴覚）

など、環境を五感で享受する体験としての事業の実施を目指します。 

 

（２）基本方針 

五感で感じる体験としての次の農園活用事業を実施していきます。 

 「だんだん畑」を地域の「共創共耕」の場として、皆さんと共に育んでいきます。 

 地域の農業従事者との協働を大切にし、地域の農と食の未来を共に考えます。 

 

（3）実施のイメージ 

みんなが集まり、共同作業により持続的に耕し、育てていく「だんだん畑」を

「協働のためのフィールド」として最大限活用します。 

 令和6年度のワークショップで作成した農園計画（案）を基に、「だんだん畑」に
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おいて野菜や果物、花などを持続的に栽培していきます。 

 「だんだん畑」の活用には、瑞穂町、事業者、専門家、町民が一体となって協働

することが重要です。 

 農園の継続的な活用を促進するため、収穫と組み合わせたイベントとして「ハ

ーブでお茶会」「焼き芋大会」「鍋大会」などを企画し、楽しみながら農園に関わ

る機会を提供します。 

 

（4）農園計画（案） （31～32ページ参照） 

 だんだん畑の持続的な活用方法を考えるため、農園活用ワークショップを令和

6年度に2回実施しました。ワークショップ参加者からの提案を基に、専門家の意

見を反映し、農園計画（案）を作成しました。 

 

（5）専門家からのコメント 

井上祐輔氏（東京NEO-FARMERS!、農園活用ワークショップ講師） 

 農園計画（案）の作成にあたり、農法にこだわりすぎず、育てやすく、住民の皆

さんが楽しんで育てられる作物を選定しました。 

 撒種や収穫時期の都合から、ワークショップでいただいた希望にすべて添うこ

とはできませんが、定植や収穫時期を考慮して植え付け区画を検討しました。 

 花を植えたいとの希望が複数ありましたが、観賞用植物の誤食により食中毒

を引き起こす可能性があり、花の栽培にあたっては慎重な判断が必要です。 

 

（6）農園でのICT活用事例 

 現在の農業DXにおいては、大規模農園におけるデータ収集や、ロボットによ

る補助など、作業の効率化が主目的となっています。 

 市民農園におけるICTの活用では、遠隔での操作や、セキュリティ面での活用

（農園への入退室の管理）などの事例があります。 
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ア 参考事例「狭山ヶ丘ケアファーマーズ」 

 

 

 

 

  

 

 

※出典：ケアファームジャパン～日本型ケアファームの農園～ 

https://carefarm.jp/ （最終閲覧日：2025年2月20日） 

運営：都市緑地株式会社 (Urban Greenery, Inc.) 

特徴：埼玉県所沢市の高齢者福祉施設に併設された農園。「日本型ケアファー

ム普及のための地域・多世代交流の環境整備モデル事業」として実証実

験を行っています。農園の利用者限定のSNSアプリケーション「デジ畑」

を独自開発。農園に来ている人の管理や、コミュニケーションツールとし

て活用しています。農作業の進捗や、収穫した野菜の料理の写真などを

利用者間で共有するコミュニケーションツールとなっています。また、農

業指導者に写真を送って質問するなど、専門家とのコミュニケーション

にも活用しています。 

 

イ 参考事例「LOCAL FARM」 

 

 

 

 

 

 

※出典：LOCAL FARM | 誰でも気軽に野菜づくりを始められる  

https://local-farm.jp/ （最終閲覧日：2025年2月20日） 

https://carefarm.jp/
https://local-farm.jp/
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運営：株式会社ファクティブ  

特徴：東京都中央区、神奈川県伊勢原市、神戸市中央区にて市民農園を運営。

「スマート・レンタル農園」をうたい、初心者でも手ぶらで農作業ができる

ようになっています。専用のLINEアプリで、野菜の作り方を学んだり、

写真を送って病害虫診断ができます。 

  



 31 

～ 農園計画（案） ～ 
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6-3 住民との協働事業 

（１）目的 

高齢者、子ども、障がいのある方、そして多様な地域の皆さんが、日常的に「共

に在る」ことができる場となるために、事業の企画や運営に、だれもが関わるこ

とができる、そのための仕組みやプラットホームづくりの実施を目指します。 

協働型社会の実践として、官・民といった二元論的な考えではなく、柔軟な運

営を行っていくために、本事業においては、行政と指定管理者だけでなく、幅広

い利用者や地域住民との協働は不可欠となります。 

 

（２）基本方針 

「ICT活用」「農園活用」を含む、事業全体の基盤となる住民協働事業を実施し

ていきます。 

 事業の基本であり、瑞穂町における「協働型社会の推進」をリードするような

取組を実施します。 

 

（３）実施のイメージ 

住民協働事業として、農園活用とICT活用を連携させた取組を展開します。

「だんだん畑」のデータ（写真・動画・テキスト）を記録・アーカイブし、それを活用し

てSNS上で交流を図ることで、農園への愛着を深めるとともに、ICT・デジタル

を自然に学ぶ機会を提供します。このような横断的な取組を通じて、多様な町民

がつながり、協働の基盤を築いていきます。 

 

6-4 評価について 

（１）目的 

施設の事業や活動が、施設全体のコンセプトや、高齢者と子どもを含む地域の

ニーズや期待にどの程度応えているかを理解し、それに基づいて改善を図るこ

とを目指します。そのためには、評価のプロセスに幅広い関係者を含めることが

重要です。これにより、多様な視点が反映されていきます。 
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（２）基本方針 

多様な利害関係者による「参加型評価」を実施します。「参加型評価」とは、利

害関係者が評価プロセスに積極的に関与することを特徴とします。これにより、

さまざまな視点を取り入れ、より実用的で意味のある評価結果を得ることがで

きます。 

 

（３）実施のイメージ 

従来の「指定管理者選定委員会による評価」に加え、本施設及び本施設を通じ

た活動に関わる多様なステークホルダー（瑞穂町、事業者、専門家、町民など）が

参加する評価プロセスを導入します。各ステークホルダーが他のステークホルダ

ーを評価するのではなく、参加者全員で意見を可視化し、事業の改善に生かす

仕組みを構築します。  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資 料 編 
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資料編 1 ワークショップの記録 

1-1 ICT活用ワークショップ1 

  



 37 

  



 38 

  



 39 

  



 40 

  



 41 
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1-2 ICT活用ワークショップ2  
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1-3 農園プレイベント 
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1-4 第1回農園活用ワークショップ 
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1-5 第2回農園活用ワークショップ 
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資料編 2 事業計画 

令和6年8月に行われた指定管理者選定時に提出された事業計画書の概要版です。 
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用語解説 

 

ICT（アイシーティー） 

Information＆Communication Technology（インフォメーション・アンド・コミュニケ

ーション・テクノロジー）の略称。情報や通信に関する技術の総称。 

 

アナログ 

情報を連続的な量として扱うこと、情報処理方式。またデジタルと対比して、コンピュータな

どのデジタル機器を使わないもの。例えば、針の時計、フィルム写真／フィルムカメラ、レコ

ード盤／レコードプレイヤーなど。 

 

SNS（エスエヌエス） 

Social Networking Service（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）の略称。同じ

Webサイトに登録した利用者同士が交流できるWeｂ上の会員制サービス。 

 

江戸東京野菜プロジェクト 

都立瑞穂農芸高校の女子生徒を中心とした取組。先生と生徒たちが江戸東京野菜を育てな

がら、瑞穂町の活性化につながる活動を行っている。 

 

学童保育クラブ 

小学校の就学児であって、その保護者が労働などにより昼間家庭にいない場合に、授業の

終了後に児童厚生施設などの施設を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健

全な育成を図ることを目的にしています。 

 

花き 

観賞用の花 
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QOL（キューオーエル） 

Quality of Life（クオリティ・オブ・ライフ）生活の質、人生の質、生命の質の略称。個人が

暮らす文化と価値の体系を背景とした、その個人自身が置かれた生活の状況についての認

識であり、当該個人にとっての目標、期待、基準及び関心に関連するもの。 

 

コンソーシアム（共同事業体） 

共通の目的を持つ複数の組織が協力するために結成する共同体。 

 

サウンディング型市場調査 

事業発案段階や検討段階において、事業内容や事業の進め方などに関して、直接の対話に

より民間事業者の意見や新たな事業提案の把握などを行うことで、対象事業の検討を進展

させるための情報収集を目的とした手法。 

 

デジタルデバイド 

インターネットやパソコンなどの情報通信技術を利用できる者と利用できない者との間に

生じる格差。 

 

二次避難所（福祉避難所） 

災害時、指定避難所などでの生活が困難な人々（要配慮者）を対象に滞在させることを想定

した二次的な避難所。（要配慮者とは、災害時において高齢者、障がい者などその他特に配

慮を要する者） 

 

野菜ソムリエ 

野菜・果物の知識を身につけ、そのおいしさや楽しさを理解し、伝えるスペシャリストになる

ために、日本野菜ソムリエ協会が認定する資格。 
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